
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

琴浦町商工会（法人番号 7270005004657） 

琴浦町   （地方公共団体コード 313718） 

実施期間 令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

目標 

琴浦町「第２期琴浦町まち・ひと・くらし創生戦略」を踏まえ、琴浦町商工会・

中部商工会産業支援センターと琴浦町が共同で、以下の目標達成に向けて取り

組んでいく。 

①経営力向上・経営革新計画策定支援を強化して、町内小規模事業者の生産性向上を目指す。 

②町内資源を活用した商品開発とブランド力強化で町内小規模事業者の販路拡大を目指す。 

③第 2 創業を含めた事業承継の積極的支援で町内小規模事業者の事業継続を目指す。 

④創業支援の強化で町内商工業の活性化を目指す。 

事業内容 

 

連絡先 

琴浦町商工会   〒689-2303 鳥取県東伯郡琴浦町徳万 282-4 

電話：0858-52-2178  FAX：0858-53-0059 

E-mail: kotoura-sci@tori-skr.jp 

琴浦町商工観光課 〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町徳万 591-2 

電話：0858-52-1713  FAX：0858-52-1714 

E-mail: syoukoukankou@town.kotoura.tottori.jp 

 

 
・琴浦町まち・ひと・くらし 

創生戦略 

 

・琴浦町中小企業・小規模企業 

振興基本計画 

 

・琴浦町観光ビジョン 

①地域の経済動向調査 

 

②経営分析・需要動向調査 

 

巡回ヒアリング・経費動向調査・

分析結果の活用 

セミナー・個別相談・チーム診断 

 

 

③事業計画策定支援 

 

④事業計画の実施支援 

 

巡回窓口相談・相談会・セミナー 

 

 

相談会・検証・専門家派遣 

関係機関との連携 

 

 
⑤新たな需要を開拓する事業 

 

 
商品開発・商談会・マッチング等 

 

 

⑥地域経済活性化の取組 

 

・琴浦町まち・ひと・くらし創生戦

略検証委員会 

・琴浦町観光ビジョン 

・「ことうら商品券」発行事業を通

じた、地元消費喚起活動 

・若者の地元就職促進 

・中部発信プロジェクト 

「とりそらたかく」事業への取組 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

 

①立地から見た現状と課題 

【現状】 

琴浦町は鳥取県のほぼ中央に位置しており、平成１６年９月１日に、旧東伯町と旧赤碕町が合併し

誕生（人口およそ１７，０００人）した町である。また、この行政合併に伴い、平成１７年４月１日

に、旧東伯町商工会・旧赤碕町商工会の２つの商工会が合併して発足した商工会である。 

鳥取県の東西を走る国道９号線沿いには「道の駅ポート赤碕」、山陰自動車道には「道の駅琴の浦」

と、２カ所の道の駅がある。鳥取県東西の都市である、鳥取市と米子市のほぼ中間地点に位置するこ

とから、運転手の休憩や土産品購入の場として賑わっている。平成２９年４月に、「琴浦パーキング

エリア」が中部地区初の「重点道の駅琴の浦」としてオープン。スマートインターチェンジにより高

規格道路と国道９号 の２本の国道を行き来することが可能となり、中部地区の新たな観光拠点にな

るとともに、“中部地区の西の玄関口”としても周辺地域の活性化施設としての役割が期待されてい

る。 

 琴浦町は、日本の滝百選に選ばれた「大山滝」や、かつてこの地を訪れた後醍醐天皇とゆかりの

深い清泉「天皇水」などの美しい水の恵みを受け、地酒の他に、かまぼこ、お菓子、白バラ牛乳（大

山乳業）を代表とする乳製品、二十世紀梨、全国の品評会でも高い評価を受けた牛肉（東伯牛）、鳥

取県中部地区を中心に、本町にも多くの飲食店が提供している「牛骨ラーメン」など、食にまつわる

多くの特産品がある。また、「２０１９ラグビーワールドカップ」の会場や、東京オリンピックのメ

イン会場である東京スタジアムに採用された芝を生産している㈱チュウブも、琴浦町企業である。 

 また、琴浦町には、白鳳時代に建立されたとされる県内最大規模の国指定特別史跡「斎尾廃寺跡」

をはじめ、室町時代の南北朝の動乱を描いた太平記の舞台となった「船上山」や、日本一に認定され

た国指定天然記念物「伯耆の大シイ」など数々の名所・旧跡がある。 

 東西１５．２キロメートル、南北１８．５キロメートル、総面積１３９．９７平方キロメートルで、

その地勢は、総じて南は大山山麓台地と急峻な山地、北に向かうにしたがって緩やかとなり、町内を

南北に流れる加勢蛇川及び勝田川の流域を中心に平野部が開けている。日本海側は、商工業地帯、中

部は県下有数の生産・販売高を誇る農業、南側は大山滝、伯耆の大シイ、船上山などで知られる風光

明媚な中山間地で多くの観光客が訪れる地域となっている。丘陵地帯は、普通畑、樹園地として耕作

されているほか、山林資源も豊富。東西に延びる海岸線は、単調ながらも遠浅で岩礁が多く、魚類の

生息と海草の繁茂に適しており、沿岸漁場として県内屈指の水揚げを誇っている。 

 

【課題】 

海の幸・山の幸と豊富な「地域産業資源」を有し、恵まれた立地環境にある本会地域であるが、そ

の特徴を生かした地域資源の周知または活用による産業活動に活かしきれていない。 

前段で、山陰自動車道の開通について述べているが、山陰自動車道の整備に伴い、国道９号線の交

通量が激減しており、それに伴う９号線沿いの小売店・飲食店等の活力衰退が懸念されている。 

また、町内小規模事業者を取り巻く環境は、人口減少、超少子高齢化、事業者の高齢化、後継者不

足等の状況にあり、好立地・素材の特性を活かし切れておらず、地域の経済活力の低下が懸念される。 

今後、豊富な地域産業資源を活かした取り組みを行う事で、観光面の誘客促進、創業・起業及び事

業承継の推進、地域ブランドの活用による、経済の地域内循環の促進など、町内の活性化にどのよう

に繋げていくかが重要な課題である。 
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【出典】鳥取県観光連盟、琴浦町ホームページ 

 

②人口動態から見た琴浦町の現状と課題 

 

 
 

 
 

【出典】ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム） 

 

【現状】 

・琴浦町の総人口は１９８５年の国勢調査人口２２，３２６人をピークに減少し、２０４５年の将来

推計人口は１０，６６２人（△１１，６６４人／約５２％減）と推計されている。 

・高齢化が進行し、２０４５年の老年人口割合は４４．５％になると推計されている。 

・年少人口は１９８０年の４，５８８人から２０４５年では１，１２７人（△３，４６１人）、生産

年齢人口は１４，４４６人から４，７９２人（△９，６５４人）まで落ち込むものと見られている。 

 大山
だいせん

 
 
船上山
せんじょうさん

 

日本海 
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【課題】 

人口の減少は様々な悪影響を及ぼしていく。事業者にとって人口減少と高齢化は地域の消費力低下

と労働力減少に直結していき、小規模事業者にとって厳しい経営環境が続いていくことが予測され、

販売額減少による事業の継続への不安、事業主の高齢化による事業承継を含む「人材確保」が重要な

課題である。 

また、事業者の活力低下は、行政の税収にも影響を及ぼす上、地域全体の衰退も懸念される。 

 

③地域産業から見た琴浦町の現状と課題 

 

 
 

 
【出典】ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム） 

 

【現状と課題】 

・事業者の業種をＨ３０とＨ２０で比較すると建設業△４５、製造業△２２、小売業△３８、飲食店・

宿泊業 

△３４、その他△１０となっている。一方で、卸売業、サービス業に大きな変動は見られない。 

・Ｈ２０の業種構成をみると小売２４％、次いでサービス２３％、建設業２２％となっている。また、

琴浦町は観光地としては後進地域のため宿泊施設は少数だが、飲食業と合わせると９６事業者（１

１％）と、飲食店を営む事業者が多い町である。ただし近年は夜、アルコールを提供するお店が減

少している。 

・Ｒ８の業種構成では建設、小売、サービス業が減少すると予想している。 



- 4 - 

 

 

（建設業） 

近年、公共工事の減少で厳しい状況にあり、事業者数も減少傾向にあるが、企業淘汰は落ち着い

た感がある。一方、材料や人件費を筆頭に、すべての費用単価が上昇傾向にある上、人手及び人材

不足等から、利益確保が課題となっている。 

 

（製造業） 

  本会管内の製造業者は、当町の地域特性から、水産加工・練り製品製造業の割合が近隣の町より

多い。また、食品関連の製造業者も比較的多い。現状では、販路が観光関連施設に限定されている

事業所があり、新たな販路開拓・拡大が課題となっている。 

 

（小売業） 

小売業は、ここ数年の間に町内に進出した大手スーパー、ドラッグストア等の影響により、減少

傾向が続いている。また、キャッシュレス決済化への対策が遅れている状況である。今後は、大手

スーパー等への競合対策、消費者ニーズの変化、消費税増税による需要の低迷、ネット通販、キャ

ッシュレス決済等への対応が課題である。 

 

（飲食・宿泊業） 

管内には宿泊業は少なく、飲食店が多く存在している。国道９号線沿いを中心に多く立地してい

るが、山陰道の開通で交通量が減少していることから、各店舗で特徴を活かした戦略で競合との差

別化、国道９号線への誘導を図る必要があり、消費者ニーズの変化、高騰する食材価格、キャッシ

ュレス決済への対応が課題である。 

 

（サービス業） 

ここ数年は理美容業において開業が多いが、同時に高齢化による廃業もある。同業他社との競合

対策と人口減少、高齢化に加え、目まぐるしく変化する消費者ニーズへの対応が課題である。また、

介護関連や健康をテーマとした整体など、新たな分野の事業所の開業も目立つ。 

 

【小規模事業者等産業全体から見た琴浦町商工会の現状と課題】 
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【出典】鳥取県商工会白書（Ｈ３０） 

 

【現状】 

・商工業者数は年々減少し、平成３０年度は２０年度と比較すると△１６３事業者（△１９．８％）、

小規模事業者は△１３１、会員数は△１３０となり、組織率は６７．１％と２．５ポイントの減少。 

・今後の人口減少、高齢化等を加味したＲ８年度の商工業者数は６１１（Ｈ３０対比△４９）、小規

模事業者は△７８の４９５、会員数は△４３の４００、組織率は１．６ポイント減少した６５．５％

と予想している。 

 

【課題】 

小規模事業者を含めた全産業に共通な課題としては、人口減少による働き手不足、それに加え事業

主の高齢化による後継者不足が挙げられる。 

今後は、移住定住とリンクさせた人材確保や事業承継への対策が必要であり、事業所数減少への対

策としての創業・起業者の掘起しも課題となる。 

また、既存事業者の持続的発展に向けた取組みへの支援も重要となってくることから、今後、本会

として、「新たな事業展開の検討」「働き手確保」「事業承継」「創業・起業」等を視野に入れ、需要を

見据えた経営、実質的抜本的な経営計画策定に基づく経営への支援を強化する必要がある。 

 

④琴浦町「第２期琴浦町まち・ひと・くらし創生戦略」～５つのプロジェクトによる持続可能な地域

社会の実現～（商工会に関係する箇所） 

 

琴浦町は、「第２期琴浦町まち・ひと・くらし創生戦略」（令和２年４月１日～令和７年３月３１

日）を施行した。この創生戦略は、「琴浦町中小企業・小規模企業振興基本計画」（令和２年４月１

日～令和７年３月３１日）の基本的施策とも連動しており、５つの基本目標として以下を掲げている。 

 

１．安心して生み育てることができる環境を守り、ふるさとを誇りに思う教育をすすめる 

２．全世代が活躍する健康寿命日本一のまちを目指す 

３．産業振興を図り、持続可能な地域経済の好循環を実現する 

４．人を地域の中に呼び込む観光を展開し、町産業全体の活性化につなげる 

５．暮らし続けることができるまち、そして選ばれるまちをつくる 

上記のうち、本会と連携してその実現に向かう取り組み内容として、以下の通り示されている。 

 

「３．産業振興を図り、持続可能な地域経済の好循環を実現する」 

 

ａ． 起業・創業の推進 

○ 起業・創業を目指す若者の経済的支援など新たな雇用の場の創出に取り組む。 

 

ｂ． 多様な働き方・雇用対策の推進 

○仕事と生活の選択機会を増やすため、ワーケーション、コワーキングといった多様な働き方の支

援に取り組む。 

○雇用の確保と生活基盤の安定のため、「しごとプラザ琴浦」と連携して町内企業への就職を推進

する。 
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※しごとプラザ琴浦…平成３１年１月に琴浦町役場本庁舎厚生棟１階にオープン。職業相談や 

職業紹介のほか、求人申込み（従業員募集）などの相談ができる。平成３０年度に、琴浦町・

琴浦町商工会とセミナーや「一体的実施事業」を展開している。 

○本町独自の奨学金返済支援制度を通じて、県内での就職・就業を促進するとともに地域で活躍す

る人材の確保を図る。 

 

ｃ． 琴浦ブランド化の推進と販路拡大 

○高品質を誇る芝、牛乳、和牛、新たな地域ブランドであるとっとり琴浦グランサーモンをはじめ

とする本町の農畜水産物のブランド化支援により、高い付加価値による競争力の向上と販路拡大

に取り組む。 

 

ｄ． 地域内の経済循環の促進 

○住民への地元商店利用による消費拡大・販売促進に向けた啓発を行い、消費活性化策に取り組む。 

○「ことうら回帰１％戦略」町外へ資金が流出している部分の特定・分析を行い、地域内で資金が

循環する消費の仕組みをつくり、地域経済循環率の向上をすする。 

 

「４．人を地域の中に呼び込む観光を展開し、町産業全体の活性化につなげる」 

 

ａ． 道の駅を“核”として町内周遊を促進 

○まちの玄関口である「道の駅琴の浦」の観光拠点機能を充実させ、旅行客を町内の誘導・周遊滞

在へとつなげるためのプランづくりや移動に対する町内周遊ルートの環境整備を行う。 

○「道の駅ポート赤碕」を産業振興拠点へと機能分担を行い、地域の元気を創る地域センター型と

する道の駅の環境整備を行う。 

 

ｂ． 琴浦ブランドの再構築による情報発信の強化 

○「琴浦町といえば」のブランドメッセージを新たに作成し、琴浦ブランドの認知拡大につなげる。 

○ＳＮＳ、メディア、観光大使、観光パンフレット等を活用し、全国に琴浦ブランドの情報発信を

展開する。 

 

ｃ． 琴浦の恵みを活かした観光の展開 

○旅行客の町内滞在時間を伸ばし、観光消費を拡大させるため、自然・歴史・文化を活かした体験

型観光プログラムの新規開発を行う。 

○琴浦町に立ち寄ってもらうことを目的に、旬の琴浦グルメを活かした商品の新規開発と磨き上げ

を行う。 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興の在り方 

本会は、全国商工会連合会、鳥取県商工会連合会の方向性を踏まえ、琴浦町の「まち・ひと・

くらし創生戦略」との整合性・連動性を有する「琴浦町商工会ビジョン」を令和元年１０月に策

定。その実現に向けた取組みを行うことで、管内小規模事業者等の持続的発展及び地域経済の活

性化に寄与する事業に取組む。 

 

①１０年後を見据えた小規模事業者の振興 

地域の小規模事業者等は、地域の雇用・生活基盤を支える重要な役割を担っているが、当地域に

おいては、小規模事業者等の減少、事業承継に係る課題に加え、深刻化する人手不足、進展するＩ

Ｔ社会、働き方改革など新しい課題への対応などの持続的発展に向けての「個社」支援に加え、地

域全域を「面」として捉えた観光産業の推進を行政と連携し、地域活性化に取組むことが必要であ

る。 

その課題対応として、本会は令和元年１０月に「琴浦町商工会ビジョン」を策定。今後５年間の
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小規模事業者支援の指針と１０年間を見据えた商工会のかたちを示し、小規模事業者等の支援に積

極的に取り組んでいく。 

 

【琴浦町商工会ビジョンの基本方針】 

 

 
 

＜経営改善普及事業（個社支援）の強化＞ 

～商工会の存在意義、第一の使命・役割である経営支援の充実～ 

・全国商工会連合会及び鳥取県商工会連合会の方針に準じつつ、本会地域の環境と実情に即し、

巡回・チーム支援を通じて経営支援を実施 

・需要を見据え、実質的抜本的な経営計画の立案に基づく経営を支援の柱とする 

（ビジネスプラン作成支援の強化） 

 

■既存事業者への事業の持続的発展支援 

・従前の経営改善普及事業において、効率化の視点を加味して見直しを図るとともに、事業を取

り巻く環境変化に対応した抜本的な経営改善や新事業展開や販路開拓への取り組みに対する

伴走型支援の推進 

■創業支援 

・創業予定者の円滑な創業に向けた、行政と連携した創業支援と創業後間もない事業所へのフォ

ローアップの実施 

■事業承継支援 

・円滑な事業承継を進めるため、外部機関と連携した支援を実施 

・事業継続が難しくなった事業者に対しては必要に応じた事業終了への支援を実施 

 

 



- 8 - 

 

＜地域経済振興事業（面的支援）の強化＞ 

～会員事業所の持続的な発展に繋がる「地域経済振興事業」への見直し・強化～ 

 

■地域内消費の拡大に繋がる事業 

・地域内消費の拡大、「ことうら商品券」の拡充（イベント実施等） 

・地域内会員事業所利用クーポンの配布 

・公共事業・民間事業の町内事業者への発注推進 

・「関係人口」創出による、琴浦町のファンづくりと外貨獲得 

・就業場所の確保（琴浦町一体的支援事業による、行政・しごとプラザ琴浦との連携） 

 

■町内事業所就業促進による町内商工業の活力維持・増大に繋がる事業 

・インターンシップの推進と効果的な制度への見直し 

・学校教育での“地元愛”の醸成 

・行政と空き店舗の情報共有・掘り起しによる、円滑な創業支援を実施（チャレンジショップ

の設置）提案 

 

■地域のブランド化の更なる推進に繋がる事業 

・町内２か所の「道の駅」と連携し、山陰道と国道９号線とのアクセス強化 

・とっとり琴浦グランサーモンを活用したイベントの実施 

・多業種連携（農林水産業を含む）の推進による、ビジネスチャンス創出 

  ・琴浦町観光協会との連携 

 

②琴浦町の「まち・ひと・くらし創生戦略」との連動性・整合性 

本会は、「琴浦町商工会ビジョン」を基本活動指針として、琴浦町の「まち・ひと・くらし創生

戦略」に掲げる以下の内容に取組んでいく。 

 

第２期 琴浦町まち・ひと・しごと創生戦略 琴浦町商工会ビジョン２０２０ 

３．産業振興を図り、持続可能な地域経済の好

循環を実現する 

①起業・創業の推進 

・移住定住者への紹介とマッチング 

・地域おこし協力隊との連携とマッチング 

 

 

①経営支援力強化（個社支援） 

・創業支援 

 

③琴浦ブランド化の推進と販路拡大 

・とっとり琴浦グランサーモンフェスタの実施 

・企業同士のコラボ商品開発支援 

・ブランド化、販売促進、販路開拓に対する取

り組み 

 

②地域経済振興事業強化（面的支援） 

・地域のブランド化の更なる推進に繋がる 

事業 

 

④地域内の経済循環の促進 

・地元での消費・販売拡大運動の推進 

・食の地産地消の推進 

②地域経済振興事業強化（面的支援） 

・地域内消費の拡大に繋がる事業 

 

４．人を地域の中に呼び込む観光を展開し、 

町産業全体の活性化につなげる 

①道の駅を“核”として町内周遊を促進 

・道の駅琴の浦、道の駅ポート赤碕の見直し 

・サイクリストの受入環境整備 

 

 

 

②地域経済振興事業強化（面的支援） 

・地域のブランド化の更なる推進に繋がる 

事業 
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②琴浦ブランドの再構築による情報発信の強化 

・新たなロゴマークの制作による地域プロモー

ションの推進 

②地域経済振興事業強化（面的支援） 

・地域のブランド化の更なる推進に繋がる 

事業 

③琴浦の恵みを活かした観光の展開 

・自然を活かした観光イベントの充実 

・旬の琴浦グルメを巡るツアーの開催 

②地域経済振興事業強化（面的支援） 

・地域のブランド化の更なる推進に繋がる 

事業 

 

③商工会の役割 

本会は、「琴浦町商工会ビジョン」を基本活動指針として、琴浦町地域における唯一の経済団体

として「地方総合戦略」を具現化するための各取り組みを積極的に行うことで、本会エリアの厳し

い環境等の中に置かれている小規模事業者等の事業の持続的発展に寄与する。 

本経営発達支援計画を琴浦町と連携して策定し、それに基づいて、地域産業振興の企画・実施、

小規模事業者等による事業計画の作成及びその着実な実施を支援する。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 

目標①…経営力向上・経営革新計画策定支援を強化して、町内小規模事業者の生産性向上を目指す。 

個社の経営自立化と持続的発展を念頭に置き、経営分析と需要を見据えた、実抜的な経営力向

上・経営革新計画の立案に基づく経営を支援するビジネスプラン作成支援とフォローアップを強

化する。 

 

目標②…町内資源を活用した商品開発とブランド力強化で町内小規模事業者の販路拡大を目指す。 

広域的なビジネスマッチング、販路開拓による新たな需要の開拓への取り組みや、地域資源を

活用した商品・サービス開発を支援する。 

 

目標③…第２創業を含めた事業承継の積極的支援で町内小規模事業者の事業継続を目指す。 

「継ぎたい」「継がせたい」「業態転換や新分野へ進出したい」というニーズを拾い出し、町内

での事業を継続できる支援、マッチングの支援を行う。 

 

目標④…創業支援の強化で町内商工業の活性化を目指す。 

創業セミナーや個別相談会などの支援を通じ、町内での創業を促進し、合わせて雇用の創出を

図るための取組を支援する。 

 

 

 

【数値目標】 

支援内容 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

事業計画策定件数 ― ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

新規取引成約件数／社 ― ２件 ４件 ４件 ４件 ４件 

売上増加事業者数 ― １０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

利益率３％以上の 

増加事業者数 
― １０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

実創業支援件数 ― ３件 ３件 ４件 ４件 ５件 

事業承継支援件数 ― ３件 ３件 ４件 ４件 ４件 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和３年４月１日～令和８年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 

目標①経営力向上・経営革新計画策定支援を強化して、町内小規模事業者の生産性向上を目指す 

急速なグローバル化、ＩＣＴ化の推進、農業の６次産業化、人手不足に伴う高齢者や外国人材の活

用など、環境変化に伴い企業の経営スタイルも大きく変化している。 

こうした中で、将来、成長が期待されるビジネスモデルへの再構築を図るためには、地域の強みで

ある、農業、漁業、観光産業、畜産系企業との連携による高付加価値化、地域外への販路拡大、ＩＣ

Ｔ活用による効率化や顧客の囲い込み・新規客の獲得などの視点が重要である。そこで、本業の成長

を促す「経営力向上」や新分野等の進出をめざす「経営革新」への取り組みを促し、特に計画策定後

のフォローアップ支援に重点を置き、計画の達成・目標の達成を売上・利益といった具体的数字で実

現を目指すものとする。 

 

目標②町内資源を活用した商品開発とブランド力強化で町内小規模事業者の販路拡大を目指す 

地域資源である「農林水産物」「畜産物」「自然」を使った特産品・サービスの開発・販売促進や観

光開発など、新たな需要の開拓を行う。鳥取県、鳥取県商工会連合会が企画する商談会への出店・出

品を促し、市場拡大の支援を行う。将来にわたって持続的に経営をしていくには、売上の維持向上は

欠かせない。そのためには、多様化する消費者ニーズを的確に捉えた上での商品ブランディングが求

められる。事業所の“顔”となりうる商品・サービスを「作り上げる＆磨き上げる」ことで、「稼ぐ

チカラ」を伸ばす仕組みを構築する。ブランド力強化は鳥取県中部地区の広域的な取り組みとしても

展開し、より域外への訴求力あるものとする。 

 

目標③第２創業を含めた事業承継の積極的支援で町内小規模事業者の事業継続を目指す 

事業承継、第２創業支援の実施にあたっては、個別の要請相談を受けてから行うのではなく、経営

支援専門員自らが、予め小規模事業者の実態を把握した上で、事業に取り組むきっかけをつくり、必

要な準備期間を十分確保して早期の着手が可能となるよう支援していく。 

琴浦町商工会は、地域の小規模事業者にとって最も身近な支援機関として、これまで経営相談等支

援業務を行ってきた。これからは、把握している小規模事業者の情報をもとに、更に踏み込んで「継

ぎたい」「継がせたい」「業態転換や新分野へ進出したい」と思うような経営体質の強化を図るととも

に、事業承継や第２創業を考えている人への支援を中心に、承継のきっかけづくりからその後のフォ

ローまで、商工会ならではの一貫した事業承継支援に取り組むこととする。 

 

目標④創業支援の強化で町内商工業の活性化を目指す 

町内の多様なサービス創業支援の強化に関する取り組みの核としては、平成２７年に、㈱日本政策

金融公庫鳥取支店国民生活事業と鳥取県商工会議所連合会、鳥取県商工会連合会、鳥取県信用保証協

会による「創業支援等に係る業務連携・協力に関する覚書」の締結をして、創業セミナーや協調融資

などに具体的な指標を掲げて取り組んでおり、同公庫と地域の商工団体、保証機関が創業支援に特化

して業務連携を更に機能させることが挙げられる。 

具体的には、各支援機関が緊密な連携を図りながら潜在的創業者を掘り起こす取り組みや、琴浦町

と商工会がそれぞれワンストップ相談窓口として機能することで、充実した支援策の提供と創業相談

会等の個別具体的相談対応により、町内創業者の増加と商工業の活性化を目指す。 
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３－１．地域の経済動向調査に関すること 

 

 （１）現状と課題 

  ［現状］ 

これまで本会では、会員アンケート調査等の他、経営支援専門員が巡回において地域の経営状

況等をヒアリングにより調査してきた。しかし、調査した内容や集計結果を他の機関の調査資

料と合わせて小規模事業者に有効かつ具体的な形で情報提供ができていない。 

 

［課題］ 

地域内事業者の経営実態が十分に把握できていないため、小規模事業者の事業計画策定の指標

となるべき調査項目を設定し、調査する必要がある。また国が提供するビッグデータや各関係

機関から提供される調査・統計データの整理ができておらず、支援時に活用できないため、こ

れらを分かり易く整理し、役立つ情報として小規模事業者に提供することが求められている。 

 

 （２）目標 

 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

①地域景況調査公表回数 ― ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

②地域経済動向調査の 

公表回数 
― １回 １回 １回 １回 １回 

 

（３）事業内容 

   小規模事業者が、経営判断や事業計画策定の指標として活用できる情報を提供することを目的 

に以下のことを実施する。 

 

①小規模事業者の経営実態や動向等を把握し分析する。 

 小規模事業者の経営実態を把握するため景況調査を行い、「琴浦町商工会地域景況調査」と    

 してまとめ公表する。 

 

［ねらい］ 小規模事業者の景気動向等について、より詳細な実態を把握するため地域景況

調査を実施して、経済動向等を業種ごとに分析し、小規模事業者等の事業の今後

の事業展開（事業計画策定）に活かしていく。 

［実施期間］  四半期ごと（４～６月、７～９月、１０～１２月、１～３月） 

［調査対象］  ２０社【業種別：建設、製造（電機・縫製）、小売、観光産業、サービス

業】 

［調査項目］  ６項目【売上高、収益状況、資金繰り、設備操業度、雇用人員、業界景況】 

［調査方法］  対象事業所を担当経営支援専門員等によるヒアリング 

［分析手法］  調査票を取りまとめ、外部専門家と連携して分析する 

 

②国が提供するビッグデータ等の活用。 

下記の情報提供元からの調査結果について収集し、「地域経済動向調査報告」としてまとめ 

る。 

［ねらい］ 小規模事業者の限られたマンパワーや経営資源を集中投下し、効果的に経営の

活性化を図るため経営判断の指標となる地域の経済動向を分析し年１回公表する。 
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［調査対象・分析手法］ 

情報収集先・資料名 
地域経済分析シ

ステム（ＲＥＳＡＳ） 

全国商工会連合会 

中小企業景況調

査報告書 

鳥取県 

鳥取県の経済 

地銀・信金 

各調査レポート 

収集項目 

産業の現状 

人口動態と人の

流れ 

業種別動向 

景気動向指数 

各種経済指標と

その判断 

各経済指標と業

況判断 

項目分析手法 

各機関の公表資料を毎回収集し、四半期ごとに上記①の調査６項目と共通の項

目を中心に抽出する。 

なおＲＥＳＡＳは本町及びその周辺・商圏の「人」の動き、「製造業・小売業・

観光など」現状を分析し、その特性、何で稼いでいるのか、どこから来訪する

のかなどの状況・特性・規模等を分析し活用することで、小規模事業者等の事

業の今後の事業展開（事業計画策定）に活かしていく。 

総合分析手法 
外部専門家と連携して抽出項目を町内動向と比較しデータ蓄積することで経

年比較を行う。 

 

 （４）成果の活用 

地域経済動向調査の結果は年１回ホームページに掲載して小規模事業者に公開すること

で広く周知し事業計画策定時の基礎データとして活用してもらう。 

また、随時の分析結果は経営支援専門員による会議で共有し、事業計画策定支援を行う際

に根拠資料として活用する。 

 

＜地域の経済動向調査の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＲＥＳＡＳ等活用による収集＞ 

・エリア及び周辺の「人」の動き 

・エリア産業の売上先動向 

・エリアへの町外入込客の動向 

・その他 

＜行政・金融機関等から収集＞ 

・地域経済動向 

・地域産業に関する各種データ 

・その他 

＜小規模事業者景況調査＞ 

・エリア内小規模事業者の売上、利

益、資金繰り、設備操業度、雇用

などを四半期ごとに調査 

 

 

 

 

 

 

 

各種データ

を分析･整理 

 

 

本会ホームページで

公表 

 

 

 

 

 

各種データを分析･整

理 

 

 

職員による巡回・窓

口相談に活用 

 

 

 

 

 

各種データを分析･整

理 

 

小規模事業者等の経

営分析・事業計画策

定等に活用 
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３－２．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

小規模事業者等の開発・製造した商品ごとや業種ごとの評価・需要動向を的確に事業展開に

反映させていくことは、事業計画の進捗状況に大きく影響していくが、本会においては、これ

までは調査ごとに取りまとめて報告するだけであったため、小規模事業者等の事業展開へ十分

反映されていなかった。 

また、琴浦町は、周辺の町に比べて飲食店が多く、約６０店舗ある。国道９号線沿いを中心

に飲食店が多くあるが、山陰道の開通等で素通りされている。今年度、町からの委託事業で「テ

イクアウト・デリバリー応援事業」を実施し、参加店全店が、テイクアウトできる仕組みを構

築することができ、販売の幅が増えつつある。 

［課題］ 

小規模事業者等の製造・販売する商品・提供サービスについて、その需要動向を調査してフ

ィードバックし、事業計画策定及び策定後の事業展開が効率よく進むための商品開発、販路開

拓につなげていく。 

町内飲食店について、スポット的にイベントでの集客は行っているが、常日頃から集客のた

めに地域資源を活用したメニュー開発をしている店舗は少ない。またＰＲ不足は、小規模事業

者ならではの課題である。今後はイベントと合わせてメニュー開発による店舗の魅力づくりと

情報拡散が求められている。 

 

（２）目標 

支援内容 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

① 「大日本市」需要動

向調査（ＢｔｏＢ） 
－ ２社 ２社 ３社 ３社 ３社 

②「町内飲食店」需要動

向調査（ＢｔｏＣ） 
－ １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

 

（３）事業内容 

   ①中川政七商店「大日本市」でのＢｔｏＢ需要動向調査 

    とっとり中部発信プロジェクト（※）において、鳥取県中部のブランドづくり事業に参加す

る事業所の商品開発や販路開拓に資するため「大日本市」でのＢｔｏＢ需要動向調査を行う。 

［支援対象者］ 中川政七商店「大日本市」（９月又は２月）に出店する小規模事業者（２社 

程度） 

［サンプル数］ 来場するバイヤー３０社程度 

［調査項目］ 味、品質、形状、取引価格、取引数量、衛生管理、納期、表示・パッケージ等 

［手段手法］  経営支援専門員及び㈱新藤（当プロジェクトの商社機能）の担当者が、「大

日本市」で商品発掘に訪れるバイヤーに聞き取り調査をするなどして、結果を

集約分析して取りまとめする。 

［成果の活用方法］ 調査分析結果を経営支援専門員が当該事業所にフィードバック（書面）

して、商品の改良や新たな販売先の開拓につなげる。なおこの場合におい

て経営分析・事業計画作成支援につなげていく。 

 
 

 

※「とっとり中部発信プロジェクト」について 

 本会、湯梨浜町商工会、三朝町商工会、北栄町商工会、及び倉吉商工会議所が共同で実施す

る県中部地区のブランド(統一ブランド名「とりそらたかく」)発信事業。主に加工食品・工芸

品の商品開発・販路開拓を支援する。 
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②「町内飲食店」需要動向調査 

［支援対象者］ 琴浦町内の飲食店等小規模事業者１５社 

        平成３０年から、琴浦町の地域資源である「とっとり琴浦グランサーモン」

を素材にした料理メニューを開発し、消費者に町内飲食店を回ってもらう、

スタンプラリーを実施してきた。この事業に参画していた飲食店等小規模事

業者を中心に選定していく。琴浦町にはサーモンの他に、「東伯牛」、「トビ

ウオ（あご）」、「乳製品」など多くの食素材があり、メニュー開発に活用し

ていきたい。 

［サンプル数］ 来店者１５０人 

［調査項目］  （地域資源の）素材、味、量、価格、改善点 他 

［手段手法］  対象店舗で、１０月から１１月にかけてイベントを実施し、各店舗が来店

者に聞き取り調査を実施。 

［成果の活用方法］ 各店舗の調査結果をとりまとめ、経営支援専門員が対象事業所にフィ

ードバックし、メニューの改良や新たなメニュー開発に繋げていく。将来

的には、地域資源を活用したメニューの定番化を図り、町内飲食店の魅力

向上につなげていく。  

 

４．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

  ［現状］ これまで国の小規模事業者持続化補助金、鳥取県の県版経営革新計画補助金等におけ

る経営分析や経営力向上計画、先端設備導入計画、マル経融資等において財務分析を行い、

経営計画作成セミナー等の実施により小規模事業者とともに職員もスキルアップを図っ

てきた。 

［課題］ これまで取り組んできた経営分析は、補助金申請に必要な事業計画策定や融資のため

に行うことが多く、特定の課題のための分析が中心となっていた。日々の経営支援のなか

から、小規模事業者が経営を「どう変えていくのか」「どうありたいのか」といった経営

発達という本質的な課題への対応が不足していた。 

また、職員によって経営状況の分析に濃淡あるいは偏りがみられたことから、経営支援

専門員の会議において支援進捗状況を把握し、中部商工会産業支援センター（※）と連携

してノウハウの共有と支援能力の向上につなげていくことが必要である。 

 

 

 

 

（２）目標 

 支援内容 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

経営分析セミナー回数 － １回 １回 １回 １回 １回 

経営分析件数 － ３６件 ３６件 ３６件 ３６件 ３６件 

 

 （３）事業内容 

   ①経営計画策定に取り組む小規模事業者を掘り起こし巡回訪問・窓口相談 

    担当経営支援専門員を中心とした巡回訪問、商工会職員による窓口相談により、小規模事業

者等の経営課題を把握し、経営状況分析の対象事業者を掘り起こす。 

     これまでどおり、持続化補助金や鳥取県産業成長応援補助金等の施策普及をつうじて経営

分析対象事業所を掘り起こす。 

加えて経営分析セミナーを開催して、セミナー参加者に対して経営分析によって自社把握

をしたうえで経営計画につなげていくことを説明し、セミナー後には経営支援専門員が巡回

相談等により経営分析を実施するよう働きかけをしていく。なお、琴浦町の創生戦略で商工

※中部商工会産業支援センター 

本会を含む中部地区４商工会を担当する鳥取県商工会連合会の経営支援出先部門。 
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振興目標として掲げられる地域ブランド化や創業、新事業展開、インバウンド対策等に取組

もうとする小規模事業者等を巡回等により丁寧に説明して分析対象事業者を掘り起こして

いく。 

    

②「経営分析セミナー」の開催 

   ［募集方法］ 広報紙やＤＭ、ホームページにより小規模事業者にセミナーを周知する他、金

融支援先や記帳継続支援先から対象事業者を掘り起こし、「経営分析セミナー」

への参加を推進する  

［開催回数］ 年間１回 

［参加者数］ １０名×１回 

［カリキュラム］ 経営計画の必要性と流れ・自社分析と環境分析・方向性とコンセプト 

 

③経営分析の内容 

［対象者］ 巡回・窓口相談及び「経営分析セミナー」により絞り込んだ対象者 

［分析項目］ 定量分析（財務分析）と定性分析（ＳＷＯＴ分析）の双方を行う。 

（財務分析）収益性、財務安全性、成長性、損益分岐点、キャッシュフロー等 

     （ＳＷＯＴ分析）外部環境、内部環境、自社強み、自社弱み等。なお、上記３－１

地域経済動向調査を活用する。 

［分析手法］ 経済産業省の「ローカルベンチマーク」を基本的に活用し、その他、基盤整備

機構「経営計画つくるくん」等ソフトを活用する。より正確な分析またはＯＪＴ・

支援能力向上の観点から、本会経営支援専門員に加え中部商工会産業支援センタ

ーや鳥取県よろず支援拠点と連携したチーム支援により分析を行う。 

 

 （４）分析結果の活用 

    分析結果は、当該小規模事業者にフィードバックし、その後の事業者自らが経営状況をしっ   

かりと把握し、事業計画策定という次のステップへと進んでいくことの必要性の認識と期待や

自覚をしてもらう。また、分析結果はデータベース化して、本会及び中部商工会産業支援セン

ターで共有し経営支援専門員の支援能力のレベルアップに活用する。 

 

 

＜経営状況の分析の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡回・窓口相談により 

対象事業者の掘り起こし 

記帳継続先、金融支援先等 

対象事業者の掘り起こし 

販路開拓事業、新事業展開、
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５．事業計画策定支援に関すること 

 

 （１）現状と課題 

  ［現状］ 

   小規模事業者等の事業計画策定は、経営分析同様、補助金申請や金融調達に関する事業計画策

定支援が多く、その目的に限った事業計画策定支援にとどまり、小規模事業者の持続的発展と

いった本質的・中期的な課題への対応に繋がらなかった。 

また、国の小規模事業者持続化補助金をはじめとして、県の産業成長応援補助金や琴浦町の中

小企業イメージアップ推進事業補助金など数々の支援をしてきたが、計画策定支援に十分な時

間とマンパワーをかけてこられなかった。 

［課題］ 

 補助金獲得や金融調達という課題にあっても、自社の経営課題をしっかりと見極め、小規模事

業者の持続的発展と中期的な課題に気づけるよう積極的な提案を行い、事業計画策定支援に結

び付ける必要があると考える。 

 

 （２）支援に関する考え方 

   事業計画は計画目標で示す売上や利益などを達成するための実行計画であるべきだが、補助金

等申請に伴う提出書類作成にとどまる小規模事業者が多く、計画目標達成に向けて継続的に検証

しながら計画実行をしていないというのが実情でもある。 

引き続き、経営支援専門員の巡回訪問等にコミュニケーション強化と啓蒙活動を行いながら、

「事業計画策定」「事業承継」「創業」「ＩＴ活用」「キャッシュレス」等のセミナーや個別相談会

を開催していくが、補助金採択後や資金調達終了後の小規模事業者に改めて中期の事業計画策定

を提案したり、「知的資産経営」や「マンダラート」等課題抽出型のカリキュラムを導入したり

することで、実効性のある事業計画策定支援を増やしていく。そして、経営分析を行った小規模

事業者の概ね８０％程度の事業計画策定を目指す。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

セミナー等開催回数 － ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

事業計画策定件数 － ２８件 ２８件 ２８件 ２８件 ２８件 

 

（４）事業内容 

   ①事業計画策定セミナー・個別相談会開催 

   ［支援対象者］ 経営状況の分析を行った小規模事業者等を対象とするが、まだ経営分析を行

っていない事業者で、生産性向上や販路開拓等の課題を有する者も対象とする。 

   ［募集方法］ 経営支援専門員等による呼びかけやＤＭ、広報紙・ホームページによる周知 

［開催回数］ 開催は、上期（７月）・下期（１０月）と分けて開催（年２回）。 

［カリキュラム］ 経営分析に基づく目標設定、実施施策検討、投資計画と資金計画。 

課題抽出型のカリキュラムを組み入れる。 

   ［参加者数］ １０名×２回 

   ［手段・手法］ セミナー受講者を対象にセミナーと同一専門家による個別相談会を開催して、

計画策定支援を確実なものとする。 

セミナー・個別相談会終了後、本会経営支援専門員及び中部商工会産業支援セ

ンターの広域経営支援専門員を中心としたチーム支援により計画策定支援を進

捗管理しながら進める。 

計画策定にあたっては、「地域の経済動向調査」「経営状況の分析」及び「需要

動向調査」を踏まえて考える。 

 

 



- 17 - 

 

②事業承継等特定課題セミナー開催 

「創業」又は「事業承継」が経営課題となる事業計画の作成支援を行うセミナー・個別相談

会を開催する。 

 創業 事業承継 

支援対象 創業を予定する者 
事業承継を課題とする経営者又は事業

後継者 

募集方法 
ホームページ（商工会及び行政）、広

告 
ホームページ、広報紙、ＤＭ巡回 

回数 ５回程度の連続カリキュラム １回 

カリキュラム 
経営理念、顧客獲得、税務・法務 

労務、資金調達等 

事業承継の実施項目とその時期 

承継に関する法務・税務問題 

後継者の育成と承継後の事業計画 

参加者数 １０名程度 １０名程度 

手段・手法 

創業支援事業は県中部地区１市４町

の共同創業支援計画と連携する。 

専門家の他、金融機関や保証協会、労

働局等と連携する。 

公認会計士や引継ぎ支援センターと連

携する。 

経営支援専門員は課題把握に努め専門

家への橋渡しに徹する。 

 

 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

 （１）現状と課題 

［現状］ 事業計画策定を行った小規模事業者が自ら実施と進捗管理を行うのは容易なことでは

ない。これまでは事業計画策定支援後の組織的な取り組みが十分でなく、進捗管理と支援

が個々の経営支援専門員の判断で実施し、定期的で確実なフォローアップ及び数値管理が

できていなかった。 

［課題］ フォローアップについて県版経営革新補助金制度では経営支援専門員の役割を含めて

要領で定めており、確実に実施している。組織的な対応はこれに倣って定期的にすべての

事業計画のフォローアップを実施し、売上・利益等の増減・改善状況など経営指標の把握

も行っていく。加えて、フォロアープの実施状況もシステム管理によって常時把握する。 

  

（２）支援に対する考え方 

   事業計画を策定した小規模事業者等はその後どう対応していいかわからないケースが多々あ

る。そのため上記の現状と課題を十分に踏まえ、本会経営支援専門員と中部商工会産業支援セン

ター（※）の広域経営支援専門員が連携をして、事業計画を策定した小規模事業者全員に対して、

事業の進捗管理確認や課題解決も含めフォローアップ支援を行う。課題解決にあたっては、外部

専門家や関係機関（鳥取県よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構など）との連携、国・県・市

町村施策を有効に活用する。また、売上・利益の増減や目標達成度など数字管理も徹底して計画

実行が効果あるものになるよう結び付けていく。 
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（３）目標 

支援内容 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
－ ２８社 ５６社 ５６社 ５６社 ５６社 

頻度（延べ数） － ８４回 １６８回 １６８回 １６８回 １６８回 

売上増加事業者数 － １０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

利益率３％以上の 

増加事業者数 
－ １０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

<目標設定の考え方> 

〇フォローアップ対象事業者数 

 計画策定事業者を２年間フォローアップするので、Ｒ４年度以降は前年度計画策定事業者を含む。 

〇頻度(延べ数) 

 フォローアップ対象事業者の半分を四半期に１回、残りの半分を半年に１回の頻度で設定した。 

 

（４）事業内容 

   ［支援対象］ 事業計画策定先全ての事業者を対象とし、計画策定後、２年間のフォローを実

施するが、定期的な訪問で重点的に支援すべき事業者とある程度順調と判断し、訪

問回数を減らしても支障ない事業者を見極めた上でフォローアップ頻度等を設定

する。 

   ［支援頻度］ 原則として四半期に１回の巡回訪問により進捗管理を行う。ただし、事業計画

の遂行に支障がないと判断する事業者に対しては半年に１回程度とする。 

［支援内容］ 対象事業者の事業計画策定後の進捗状況について、事前に作成したフォローア

ップ計画をもとに、経営支援専門員を中心に進捗状況の確認を行う。計画と進捗状

況とが乖離していると判断される場合には、その要因等を分析した上で施策の活用

や計画の見直し等の支援を行う。また、外部専門家や鳥取県よろず支援拠点などの

関係機関と連携した支援を行う。 

［手段手法］ 原則として対象事業所を巡回訪問により進捗管理をし、場合によっては電話・

メール等の通信手段による方法で行う。また、進捗管理においては、必ず売上・利

益額等の数値確認をして、計画目標に対する達成度を把握する。なお、進捗確認の

状況はシステム管理により効率的に行い、支援チーム間で共有する。 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

    ［現状］ 本会ではこれまで中部地区の商工会・商工会議所が連携して実施する「とっとり

中部発信プロジェクト」に参画することで小規模事業者の地域ブランド商品の開発と

販路開拓を支援してきた。 

また、本町の地域資源を活用した商品・メニュー開発などを通じ、町の事業を活用

しながらショッピングセンター等での販売会に出品支援してきた。 

［課題］ 商品の開発やブランド認定に重点を置いてきたため、商品群はラインアップされ

たが、ターゲットや需要動向を的確にとらえた商談会・展示会等への出展ができなか

った。また、出展後のフォローアップが十分でなかった。 

 

 （２）支援に対する考え方 

   中部発信プロジェクトではデザインを重視した商品を開発しているので、主として首都圏・全

国規模でターゲットを絞った商談会や展示会に出展をする。また、各商品の販路開拓にあたっ

て事業計画（販売計画）を作成しＦＣＰシートを確実に揃えた上で商談に臨むとともに、フォ

ローアップを確実に行うことで成約・取引拡大につなげていく。 
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 （３）目標 

支援内容 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

中川政七商店「大日本

市」出展事業者数 
― ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

同上 成約数／社  １件 ２件 ２件 ２件 ２件 

地銀フードセレクショ

ン出展事業者数 
― ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

同上 成約数／社 ― １件 ２件 ２件 ２件 ２件 

 

（４）事業内容 

   ［支援の手段・手法］  

   ・本会が次の①及び②のＢｔｏＢ型商談会でのブースを借上げ、販路開拓・商品開発に係る事

業計画策定者や中部発信プロジェクトに参画する事業者の出展支援を行う。 

   ・出展に先立って計画策定及びＦＣＰシートの作成支援を行い、商談会への準備対応をとった

上で参加をしてもらう。 

   ・商談会終了後はバイヤー等からのフィードバックを整理し、フォローアップ営業を確実に行

えるよう支援する。また、商品等に改良が必要な場合は専門家専門機関との連携支援を行う。 

    

①中川政七商店「大日本市」（ＢｔｏＢ型商談会等出展事業） 

    ※前年度の来場者２，６００名、出展４８ブランド 

    ［対象者］ 中部発信プロジェクトに参画する小規模事業者３社 

    ［開催概要］ 奈良県の㈱中川政七商店が主催する全国規模の展示商談会（東京）。年間に

２回（９月、２月）開催され地域の工芸品・食品メーカーと小売バイヤーの出

会いの場。 

    

②地方銀行フードセレクション（ＢｔｏＢ型商談会等出展事業） 

 ※前年度の来場者数１３，４１２名、出展１，０３１社 

    ［対象者］ 当地域の素材を活かした商品・特産品を製造し、販路を全国に求める小規模事

業者３社 

    ［開催概要］ 全国の地方銀行が主催して毎年１回（９月）行われる食品系商談会。各地方

銀行の取引先等、お互いに地域から全国に向けた販路の拡大を希望する「食」関

連の企業および団体が出展。 

 

８．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

［現状］ 本会理事会等で適宜事業遂行状況を踏まえた実績報告と検証を実施し、外部評価

は鳥取県商工会連合会が行う評価委員会が行っていた。 

    ［課題］ 事業の評価と見直し、いわゆるＰＤＣＡサイクルを的確に回すために、本会独自

の外部評価の仕組みが必要である。また年度終了後速やかに公表できるよう評価時期

（現状６月）の見直しも必要である。 

 （２）事業内容 

   ①事業評価委員会の設置・開催 

     事業推進のＰＤＣＡサイクルの確認のため、琴浦町商工会経営発達支援計画評価委員会を

設置する。年間１回（４月）の会議を行い、定量的・定性的に事業の評価及び見直しにつ

いてとりまとめ計画にフィードバックする。 
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   ［委員構成］ 

外部専門家（中小企業診断士） １人 

琴浦町役場商工観光課 １人 

本会役員 ３人 

本会法定経営指導員 １人 

中部商工会産業支援センター所長 １人 

 

②評価結果の公表 

評価委員会の評価結果は本会理事会に報告するとともに、速やかに小規模事業者に公表す

る。公表は本会ホームページにて行う。 

 

③「商工イントラシステム」の活用 

令和１年度より導入した各種経営支援情報を収集・分析・共有できるクラウド型経営支

援ツール「商工イントラシステム」を引き続き利活用し、経営発達支援計画にて標榜した、

経営状況分析・事業計画策定・フォローアップ支援の実施遂行状況を管理し、データを蓄

積していくことで適切な評価・見直しに活かしていく。 

 

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

    ［現状］ 毎週実施する中部商工会産業支援センターの経営支援会議で支援事例や施策の共

有やチーム支援の手法確認などを行っている。また鳥取県商工会連合会が実施する経

営支援専門員研修や中小企業大学校への派遣研修に参加することで資質向上を行っ

ている。 

［課題］ 経営支援会議では経営支援専門員と広域経営支援専門員との支援ノウハウの共有

はできるが、各商工会における事務長や一般職員との共有をすることができない。研

修会への参加は県連合会主催のもののほか、各団体が行っている研修会にも一般職員

が積極的に参加できるような業務体制をとる必要がある。 

 

（２）事業内容 

   ①一般職員を含めて外部講習会等の積極的参加 

本会経営支援専門員と一般職員の支援能力の一層の向上のため、鳥取県商工会連合会主催の

「経営支援専門員研修」への参加を促進するのはもちろんだが、外部団体の主催する研修会に

も主体的に参加できるように促進する。このため各職員にはキャリアプランを作成させて、自

己研鑽テーマや能力向上テーマを設定し事務長はこの情報に基づき関連する研修・講習会があ

る場合には当該職員の参加を促す。 

 

 ②経営支援専門員と一般職員との連携支援（ＯＪＴ）の実施 

  一般職員が経営分析や事業計画作成の具体的事例に携わるため、経営支援専門員と共同して

分析や作成支援を行う。これを確実にするため、経営支援専門員には年間の連携実施件数目

標を設定する。 

  

③中部商工会産業支援センターとのチーム編成による連携支援 

    中部商工会産業支援センターが実施するチーム支援に、経営支援専門員はチーム員となり、

協働して経営分析・計画策定支援、フォローアップ支援を行う。また、外部専門家を含める

ことでよりレベルの高い支援ノウハウの共有や経験を獲得させる。 
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④ＯＪＴ制度の実施 

県連所属スーパーバイザーと中部商工会産業支援センター広域担当経営支援専門員による

ＯＪＴを随時実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

 

⑤職員間の定期ミーティングの開催 

毎週月曜日開催の本会ミーティングに中部商工会産業支援センター広域担当職員も参加さ

せることにより、中部商工会産業支援センター全体の支援状況、各種研修会や会議等への出

席における内容報告をすることで情報を共有し、一般職員を含めた支援能力の向上を図る。 

 

１０．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］ 

本会は、経営支援専門員３名（内１名は事務長）、総務担当職員１名（主任）、記帳担当職員

４名（主事）と臨時職員１名（主事補）の７名と、鳥取県内の商工会では比較的大きな商工会

である。当商工会内の小規模事業者等は、５６１事業者（令和２年３月３１日現在）で、年々

減少傾向にあるが、相談内容は年々多様化かつ高度化している。 

そのような状況下、関係機関等との連絡調整や情報共有を図り円滑かつ効果的な支援につな

げるため各種会議に出席し、支援の現状や支援ノウハウについて情報交換を行っている。 

［課題］  

形式的な連絡会議にとどまることなく支援機関相互に具体的な支援案件事例を通じたノウ

ハウ等情報交換とすることが課題である。 

 

（２）事業内容 

①とっとり企業支援ネットワークによる連携支援及び連携会議 

経営改善個別支援案件について、本会・県・保証協会及び該当金融機関が連携して経営分析、

事業計画策定、金融支援、モニタリング（フォローアップ）を行う。経営支援専門員は、支援

案件に応じて、経営支援会議・モニタリング会議に出席する。 

年１回開催する連携会議では、全支援案件の特性や計画内容、改善状況等について分析や傾

向について協議する。 

 

②倉吉商工会議所との連携（年６回） 

・とっとり中部発信プロジェクトの連携実施（継続）と事務局会議の設置 

  県中部地区１市４町の共通地域ブランドを構築して地域産品を全国に販売拡大していこ

うとする取り組みに資するため引き続き倉吉商工会議所と連携する。新たに事務局会議を

行い相互の担当者の情報共有を確実にする。 

 

③中部地区４商工会事務局と各行政担当課長との意見交換会（年１回） 

本会、湯梨浜町商工会、三朝町商工会、北栄町商工会、中部商工会産業支援センター、湯

梨浜町、三朝町、北栄町、及び琴浦町の担当者が一堂に会して意見交換会を開催して、中部

地区における経済動向、行政施策、経営支援の状況及び経営発達支援計画の実施状況を把握

するとともに参加者相互の情報交換を行うことで支援ノウハウの向上につなげる。 

 

④日本政策金融公庫との情報交換会参加（年２回） 

日本政策金融公庫米子支店の情報交換会に参加して、各種融資制度、支援メニューについ

て情報収集を行い、地域金融を通じた相互の意見交換行う。各情報やノウハウはすべての職

員に伝達して共有を行い、経営支援に役立てる。 
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１１．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

琴浦町商工会は、地域の総合経済団体として、行政と事業者、事業者同士の橋渡しをする役割を担

ってきた。しかし、地域のまつりやイベントについて、構成団体の一員として参画してきたが、これ

らのイベントは、一過性の賑わい創出にしかなっておらず、小規模事業者の継続的な事業基盤構築に

繋がっているとは言えない。また、地域資源の効果的ＰＲ・活用と合わせ、国道９号線添いの飲食店

等事業所の活性化の目的から実施した「とっとり琴浦グランサーモンフェスタ実施委託事業」なども、

小規模事業者の継続的な支援が十分とは言い難い。 

今後は、行政との連携深化はもちろん、観光協会等関係団体との連携をさらに深め、地域産業活性

化に向けた取り組みや、小規模事業者の新商品開発や販路開拓も含めた経営力・競争力の向上のため、

魅力ある“琴浦ブランド”の構築をしていかなければならないと考える。 

 

 

（２）事業内容 

 

①琴浦町地方創生推進会議（年１回） 

 琴浦町の地方創生総合戦略について、外部の有識者等を構成員として、進捗状況の検証と課題への

対応について協議しており、各事業の目標数値の変更や次年度の取組みについて琴浦町へ提言してい

く。構成員は、本会会長、鳥取県、琴浦町、琴浦町観光協会、連合鳥取等で構成。 

 

②琴浦町中小企業・小規模企業振興基本計画検討委員会（年１回） 

琴浦町の中小企業・小規模企業の振興を図るため、各実施施策について毎年進捗管理及び効果の検

証を実施する。構成員は、本会（青年部・女性部含む）、琴浦町、山陰合同銀行、琴浦町教育委員会、

倉吉公共職業安定所などで構成。商工会は、会長が本委員会の委員長を務めることで、琴浦町の地域

産業活性化への提言・取組の中心的な役割を果たしている。 

 

③琴浦町観光ビジョン（琴浦町観光戦略推進会議）（年１回） 

基本理念を「旬で魅せる自然の恵みが豊かなまち」、基本方針「稼ぐ観光で町産業全体の底上げを

図る！」を掲げ、「食」を核とした観光事業を展開していく計画が策定された。基本施策として「道

の駅」「琴浦ブランド」「観光商品」の開発・促進が掲げられており、商工会視点で関わっていく。 

構成員は、琴浦町、琴浦町観光協会、道の駅、農協、漁協、観光関連団体などで構成。本会理事が、

推進会議の会長を務めることで、②と同様な役割を果たしている。 

 

④高等学校進路担当者との意見交換会を通じた、若者の地元就職促進のための活動（年１回） 

少子高齢化と若者の流出による労働力人口が減少している中、高等学校・専門学校生の地元就職を

促進するため、管内の景気動向や雇用情勢等について情報を共有して、地元企業の人材確保の支援を

行う。定期的に年１回開催（本会研修委員会事業）。 

 

⑤とっとり中部発信プロジェクト「とりそらたかく」の推進 

鳥取県中部４商工会（湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町）と倉吉商工会議所で、平成２８年度か

ら共同で取組んでいる統一ブランド「とりそらたかく」についての進捗状況確認と課題対応を協議し、

その推進の役割を果たしている。商談会等への出店やホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋ・Ｉｎｓｔａ

ｇｒａｍ等ＳＮＳを通じ、県内外へのバイヤー、消費者に向けた情報発信を常時行っていく。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和６年６月現在） 

 

（１）実施体制 

（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援事業実

施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名 ： 林 昌宏 

■連絡先 ： 琴浦町商工会  電話 ０８５８－５２－２１７８ 

 

 ②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を、本会ミーティング、本会理事会・総務委員会・評価協議

会への出席、中部商工会産業支援センターとの連携などにより行う。 

 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①商工会／商工会議所 

琴浦町商工会 

〒689-2303 鳥取県東伯郡琴浦町徳万 282－4 

TEL 0858-52-2178   FAX 0858-53-0059 

E-mail kotoura-sci@tori-skr.jp 

②関係市町村 

琴浦町商工観光課 

〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町徳万 591－2 

TEL 0858-52-1713   FAX 0858-52-1714 

E-mail syoukoukankou@town.kotoura.tottori.jp 

 

 

 

 

 
琴浦町商工観光課 

 
法定経営指導員（事務長）  １名 

経営指導員（経営支援専門員）２名 

主任（経営支援員・総務）  １名 

主事（経営支援員・記帳担当）４名 

主事補           １名 

中部商工会 

産業支援センター 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

必要な資金の額 ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ 

 

地域経済動向調査 

需要動向調査 

商品開発・販路開

拓支援事業 

経営状況分析 

事業計画策定 

創業支援事業 

事業承継支援事業 

地域活性化事業 

クラウド型経営支

援システム使用料 

２５０ 

５００ 

５００ 

  

２５０ 

５００ 

５００ 

５００ 

１，０００ 

２５０ 

２５０ 

５００ 

５００ 

  

２５０ 

５００ 

５００ 

５００ 

１，０００ 

２５０ 

２５０ 

５００ 

５００ 

  

２５０ 

５００ 

５００ 

５００ 

１，０００ 

２５０ 

２５０ 

５００ 

５００ 

  

２５０ 

５００ 

５００ 

５００ 

１，０００ 

２５０ 

２５０ 

５００ 

５００ 

  

２５０ 

５００ 

５００ 

５００ 

１，０００ 

２５０ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

 

会費、国補助金、県交付金、県補助金、町補助金、受託事業費 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

連携者なし 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


